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(57)【要約】
【課題】ＴＦＴ用薄膜トランジスタ基板の製造工程を単
純化する。
【解決手段】絶縁基板と、その上に形成されており、ゲ
ート線及びゲート電極を含むゲート配線と、前記ゲート
線と平行な共通信号線及び前記共通信号線に連結され縦
方向に伸びる共通電極を含む共通配線と、前記共通配線
及び前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜と、一部は前記
ゲート電極と重畳する半導体パターンと、前記半導体パ
ターンの上部の縦方向に形成されて前記ゲート線と交差
するデータ線と、前記データ線と連結されたソース電極
と、前記ソース電極と分離された前記ゲート電極を中心
にあり前記ソース電極と対向するドレーン電極とを含む
データ配線及び前記ドレーン電極と連結された画素電極
を含む画素配線とを含み、少なくとも前記画素電極の下
部に形成された前記半導体パターンは前記画素電極の外
に出るように形成されている液晶表示装置用薄膜トラン
ジスタ基板。
【選択図】図４８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板と、
　前記基板の上に形成されており、横方向のゲート線及び前記ゲート線の一部であるゲー
ト電極を含むゲート配線と、前記ゲート線と平行な共通信号線及び前記共通信号線に連結
されて縦方向に伸びている線形の共通電極を含む共通配線と、
　前記共通配線及び前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜の上部に形成されており、一部は前記ゲート電極と重畳している半導
体パターンと、
　前記半導体パターンの上部に形成されており、縦方向に形成されて前記ゲート線と交差
するデータ線と、前記データ線と連結されているソース電極と、前記ソース電極と分離さ
れており前記ゲート電極を中心にいて前記ソース電極と対向するドレーン電極とを含むデ
ータ配線及び前記ドレーン電極と連結されており前記共通電極と平行に対向する線形の画
素電極を含む画素配線とを含み、
　少なくとも前記画素電極の下部に形成された前記半導体パターンは前記画素電極の外に
出るように形成されている液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板。
【請求項２】
　前記半導体パターンは前記画素電極の外に０．５μｍ以上出るように形成されている請
求項１に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板。
【請求項３】
　前記ゲート配線は前記ゲート線と連結されて外部から走査信号の印加を受けるゲートパ
ッドをさらに含み、
　前記データ配線は前記データ線と連結されて外部からデータ信号の印加を受けるデータ
パッドをさらに含み、
　前記ゲート絶縁膜と共に前記ゲートパッド及び前記データパッドをそれぞれ露出させる
接触窓を有する保護膜をさらに含む請求項１又は２に記載の液晶表示装置用薄膜トランジ
スタ基板。
【請求項４】
　前記ドレーン電極と前記画素電極とを連結する画素信号線をさらに含み、
　前記画素信号線は横方向に伸びている請求項１から３のいずれか１つに記載の液晶表示
装置用薄膜トランジスタ基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は現在最も広く使用されている平板表示装置の１つであって、電場を形成
するための２つの電極が形成されている２枚の基板とその間に挿入されている液晶層とか
らなり、電極に電圧を印加して液晶層の液晶分子を再配列させることで光の透過量を調節
する表示装置である。
【０００３】
　２つの電極はそれぞれの基板に全て形成されることもでき、１つの基板に全て形成され
ることもできる。この時、スイッチング素子として、薄膜トランジスタを有する基板には
少なくとも１つの電極が形成されている。
　一般に、液晶表示装置の薄膜トランジスタ基板には、多数の画素電極と、画素電極に伝
達される画像信号を制御する多数の薄膜トランジスタが形成されている。このような薄膜
トランジスタ基板は多数のマスクを利用した写真エッチング工程で製作されるが、生産費
用を節減するためには写真エッチング工程の数を減少させるのが好ましく、現在は通常５
または６回の写真エッチング工程によって完成される。
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【０００４】
　４回の写真エッチング工程で液晶表示装置を製造する多様な方法が韓国特許出願第９５
－１８９号で提案されている。しかし、実際に液晶表示装置の基板を完成するためには、
それぞれの薄膜トランジスタに電気的信号を伝達するための配線が必要であり、各配線を
外部の駆動回路に電気的に接続させるためのパッドが必ず必要であるため、パッドを含ん
だ製造工程を提示しなければならない。しかし、韓国特許出願第９５－１８９号にはパッ
ドを形成する方法が記載されていない。
【０００５】
　また、他の従来の技術として、A TFT Manufactured by 4Masks Process with New Phot
olithography（Chang Wook Hanなど、Proceedings of The 18th International Display 
Research Conference Asia Display 98、p. 1109-1112、1998．9.28-10.1）（以下、“ア
ジアディスプレイと称する）に４枚のマスクを用いて薄膜トランジスタを製造する方法が
記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一方、画素に印加された電圧を長時間保存するために維持畜電器を形成する場合が普通
である。維持畜電器は、ゲート電極及びゲート線と同一な層に形成された維持容量電極と
、保護膜上に形成された画素電極とを重畳して形成する。ここで、維持容量電極はゲート
絶縁膜、半導体層及び保護膜で覆われており、画素電極は下部のゲート絶縁膜無しで直接
基板上に形成されている。このため画素電極を維持容量電極と重畳させるためには画素電
極を基板上からゲート絶縁膜、半導体層及び保護膜からなる三層膜上にあげなければなら
ないため段差が激しくなって断線が発生するおそれがある。
【０００７】
　一方、前記韓国出願第９５－１９８号に示すように、従来の一般的な写真エッチング工
程は、感光膜を２つの部分、即ち、光に照射される部分と照射されない部分とに分けて露
光させた後に現像することによって、感光膜が全然なかったり一定の厚さで存在したりす
る。これによってエッチング深さも一定である。しかし、“Han et al.”には特定の部分
のみにグリッドが存在するマスクを使用して陽の感光膜を露光することによって、グリッ
ド部分に照射される光の量を減少させて他の部分より厚さの薄い部分が存在する感光膜パ
ターンを形成する技術が記載されている。このような状態でエッチングを行うと、感光膜
の下部膜のエッチング深さが異なるようになる。しかし、Han et al.の場合にはグリッド
マスクで処理し得る領域が限定されているため広範囲な領域を処理することができなかっ
たり、広範囲な領域を処理することができても全体的に均一なエッチング深さを有するよ
うに処理することは困難である。
【０００８】
　また、米国特許第４，２３１、８１１号、第５，６１８，６４３号、第４，４１５，２
６２号及び日本国特開昭６１－１８１１３０号などにもHan et al.の技術と類似した製造
方法が開示すが、同一な問題点を有している。
　本発明は前記問題点を解決するためのものであって、その目的は、液晶表示装置用薄膜
トランジスタ基板の製造工程を単純化することによって製造原価を節減し収率を向上させ
ることにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、広い面積を互いに異なる高さにエッチングすると共に１つのエッ
チング深さにおいては均一なエッチング深さを有するようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は前記のような課題を解決するために、一度の写真工程で部分的に異なる厚さを
有する感光膜パターンを形成してゲートパッドを露出させる接触窓を少なくとも１つ以上
の他の薄膜と共にパターニングしたり、データ配線とその下部の半導体パターンを共にパ
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ターニングして形成する。
【００１１】
　この時、半導体パターンはデータ配線の外に出るように形成することができる。
　具体的には、画面表示部と周辺部とを含む絶縁基板の上に前記画面表示部のゲート線及
びゲート電極と前記周辺部のゲートパッドを含むゲート配線と画面表示部の共通電極及び
共通信号線を含む共通配線とを形成する。次いで、ゲートパッドの少なくとも一部分は覆
わず、画面表示部の基板とゲート配線とを覆うゲート絶縁膜パターンの上部に半導体層パ
ターンと接触層パターンとを形成する。次いで、接触層パターンの上に画面表示部のデー
タ線とソース電極及びドレーン電極と周辺部のデータパッドとを含むデータ配線を形成し
、データ配線の上に保護絶縁膜パターンを形成する。次いで、ドレーン電極と連結され画
素信号線と画素電極とを含む画素配線を形成する。この時、ゲート絶縁膜パターンは部分
に応じて厚さが異なる感光膜パターンを使用して形成し、感光膜パターンを用いたエッチ
ング過程で保護絶縁膜パターン及び半導体パターンを共に形成する。
【００１２】
　ここで、感光膜パターンは第１部分、第１部分より厚い第２部分、第２部分より厚い第
３部分を有し、第１部分はゲートパッドの上部に位置し第２部分は前記画面表示部に位置
するように整列するのが好ましい。
　感光膜パターンは前記保護絶縁膜の上に形成され、ゲート絶縁膜パターン、半導体層パ
ターン及び保護絶縁膜パターンを形成するためには、まず、一度のエッチング工程を通し
て第１部分の下の保護絶縁膜及び半導体層をッチングすると共に第２部分をエッチングす
る。次いで、アッシング工程を通して第２部分を除去してその下の保護絶縁膜を露出させ
た後、感光膜パターンをマスクとして保護絶縁膜及びゲート絶縁膜をエッチングして第２
部分の下の半導体層を露出させると共に第１部分の下のゲートパッドを露出させる第１接
触窓を形成する。次いで、感光膜パターンをマスクとして第２部分で前記半導体層を除去
する。
【００１３】
　第１部分の保護絶縁膜及び半導体層をエッチングする段階でデータパッドを露出させる
第２接触窓を形成することができ、第１接触窓を形成する段階でデータパッドを露出させ
る第２接触窓を形成することもできる。
　また、第１接触窓を形成する段階でドレーン電極を露出させる第２接触窓を形成するこ
とができ、第１部分の保護絶縁膜及び半導体層をエッチングする段階でドレーン電極を露
出させる第２接触窓を形成することもできる。
【００１４】
　また、画素電極を形成する段階で露出されているゲートパッドとデータパッドとをそれ
ぞれ覆う補助ゲートパッドと補助データパッドとを形成することができる。
　感光膜パターンは透過率の異なる光マスクを用いた露光によって形成することができ、
第２部分に対応する光マスクの透過率は第１部分に対応する光マスクの透過率の２０％な
いし６０％であり、第３部分に対応する光マスクの透過率は３％未満であるのが好ましい
。
【００１５】
　この時、光マスクはマスク基板と少なくとも１つ以上のマスク層とを有し、第１部分及
び第２部分に対応する部分の光透過率の差はマスク層を光透過率が互いに異なる物質から
形成することによって調節することができ、マスク層の厚さを変更することによって調節
することができ、マスク層に露光器の分解能より小さな大きさのスリットまたはグリッド
パターンを形成することによって形成することもできる。
【００１６】
　保護膜パターンはデータ線の一部を露出させる多数の第１接触窓を有しており、画素配
線を形成する段階で第１接触窓を通してデータ線と連結される補助データ線を形成するこ
とができる。
　ここで、感光膜パターンは陽性感光膜であるのが好ましい。
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　本発明による他の製造方法では、まず、絶縁基板の上にゲート線及びこれと連結される
ゲート電極を含むゲート配線と共通電極を含む共通配線とを形成する。次いで、ゲート配
線及び共通配線を覆うゲート絶縁膜、半導体パターン、半導体パターンの上に抵抗性接触
層パターンを形成し、接触層の上に互いに分離されて形成されているソース電極とドレー
ン電極及びソース電極と連結されたデータ線を含むデータ配線を形成する。次いで、ドレ
ーン電極の一部以外の前記データ配線を覆う保護膜パターンを形成し、ドレーン電極と連
結されて前記共通電極と共に電場を生成し、前記データ配線と異なる層に画素電極を形成
する。この時、ソース及びドレーン電極の分離は感光膜パターンを用いた写真エッチング
工程を通して行われ、感光膜パターンはソース電極及びドレーン電極の間に位置する第１
部分と第１部分より厚い第２部分及び第１部分より薄い第３部分を含む。
【００１７】
　写真エッチング工程に使用されるマスクは一番目の部分、一番目の部分より少ない光を
透過させる二番目の部分及び一番目及び二番目の部分より多い光を透過させる三番目の部
分を含むのが好ましい。
　感光膜パターンは陽性感光膜であるのが好ましく、マスクの一番目、二番目、三番目の
部分は露光過程で感光膜パターンの第１、第２、第３部分にそれぞれ対応するように整列
されるのが好ましい。
【００１８】
　ここで、一番目の部分は光の一部分のみが透過されることができ、二番目の部分は光の
大部分が遮断され、三番目の部分は光の大部分が透過されることができる。
　この時、マスクの一番目の部分は光の一部のみを透過させるために半透明膜を含むこと
ができ、露光段階で使用される光源の分解能より大きさが小さいパターンを含むことがで
きる。
【００１９】
　感光膜パターンの第１部分はリフローを通して形成することができる。
　ここで、感光膜パターンの第１部分の厚さは第２部分の厚さの半以下であるのが好まし
く、感光膜パターンの第２部分の厚さは１μｍないし２μｍであり、感光膜パターンの第
１部分の厚さは２，０００～５，０００Åの範囲であるのが好ましい。
【００２０】
　データ配線と接触層パターン及び半導体パターンを１つのマスクを使用して形成するこ
とができる。
　この時、ゲート絶縁膜、前記半導体パターン、前記接触層パターン及び前記データ配線
を形成するためには、まず、ゲート絶縁膜、半導体層、接触層及び導電層を蒸着する。次
いで、導電層の上に感光膜を塗布し、マスクを通して露光し、現像して第２部分がデータ
配線の上部に位置するように感光膜パターンを形成する。次いで、第３部分の下の導電層
とその下部の接触層及び半導体層、第１部分とその下の導電層及び接触層、そして第２部
分の一部の厚さをエッチングしてそれぞれ導電層、接触層、半導体層からなるデータ配線
、接触層パターン、半導体パターンを形成し、感光膜パターンを除去する。
【００２１】
　より詳しくは、データ配線、接触層パターン、半導体パターンを形成するためには、ま
ず、第３部分の下の導電層を湿式または乾式エッチングして接触層を露出させ、第３部分
の下の接触層及びその下の半導体層を第１部分と共に乾式エッチングして第３部分の下の
ゲート絶縁膜を露出させると共に半導体層からなる半導体パターンを完成する。次いで、
アッシング工程を通して第１部分を除去してその下の導電層を露出させ、第１部分の下の
導電層とその下の接触層とをエッチングして除去することによってデータ配線と接触層パ
ターンとを完成する。
【００２２】
　第１部分はデータ配線の周辺部に対応する部分にも形成することができる。
　保護膜パターンはデータ線を露出させる第１接触窓を有しており、保護膜の上部に第１
接触窓を通して前記データ線と連結され画素電極と同一な層に補助データ線を形成するこ
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とができる。
　このような方法で製造された液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板には、基板の上に横
方向に伸びているゲート線とゲート線に連結されたゲート電極とを含むゲート配線と；ゲ
ート線と同一な方向に伸びている共通信号線及び共通信号線に連結された共通電極を含む
共通配線と；共通電極と平行に配列されている画素電極を含む画素配線とが形成されてい
る。ゲート配線、共通配線及び画素配線を覆っているゲート絶縁膜の上には半導体からな
る半導体パターンが形成されており、その上には縦方向に伸びているデータ線、データ線
に連結されたソース電極、ソース電極と分離されてゲート電極を中心にしてソース電極と
対向するドレーン電極を含むデータ配線が形成されている。データ配線の上にはゲート絶
縁膜と共にドレーン電極及び画素配線を露出させる第１接触窓を有する保護膜パターンが
形成されており、保護膜パターンの上には第１接触窓を通してドレーン電極と画素配線と
を連結する補助導電膜が形成されている。
【００２３】
　補助導電膜は共通配線と重畳して維持容量を形成するのが好ましく、透明な導電性物質
であるＩＴＯ（indium tin oxide）またはＩＺＯ（indium zinc oxide）からなるものが
好ましい。
　保護膜パターンはデータ線を露出させる第２接触窓を有することができ、第２接触窓を
通してデータ線と連結されており、補助導電膜と同一な層に補助データ線がさらに形成さ
れることができる。
【００２４】
　半導体パターンとデータ配線との間には不純物でドーピングされている抵抗性接触層パ
ターンがさらに形成されることができ、接触層パターンはデータ配線と同一な形態を有す
ることができる。
　半導体パターンは、薄膜トランジスタチャンネル部以外はデータ配線と同一な形態を有
することができる。
【００２５】
　この時、半導体パターンはデータ配線の外に出るように形成されることができる。
　本発明の他の製造方法では、絶縁基板の上にゲート線及びこれと連結されたゲート電極
を含むゲート配線と共通電極を含む共通配線とを形成する。ゲート配線及び共通配線を覆
うゲート絶縁膜の上部に半導体パターン及び抵抗性接触層パターンを形成し、接触層の上
に互いに分離されて形成されているソース電極とドレーン電極及びソース電極と連結され
たデータ線を含むデータ配線を形成する。次いで、ドレーン電極の一部以外のデータ配線
を覆う保護膜パターンを形成し、ドレーン電極と連結されて共通電極と共に電場を生成す
る画素電極を形成する。この時、ソース及びドレーン電極の分離は感光膜パターンを用い
た写真エッチング工程を通して行われ、前記感光膜パターンはソース電極及びドレーン電
極の間及び少なくとも画素電極の周辺部に位置する第１部分と第１部分より厚い第２部分
及び第１部分より薄い第３部分を含む。
【００２６】
　ここで、半導体パターンの一部は少なくとも画素電極の外に出るように形成するのが好
ましい。
　感光膜パターンは感光度が互いに異なる上部膜及び下部膜からなる二重膜から形成する
のが好ましい。
　このような方法で形成された液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板には、基板の上に横
方向のゲート線及びゲート線の一部であるゲート電極を含むゲート配線と、ゲート線と平
行な共通信号線及び共通信号線に連結されて縦方向に伸びている線形の共通電極を含む共
通配線とが形成されている。共通配線及びゲート配線を覆うゲート絶縁膜の上には一部は
前記ゲート電極と重畳している半導体パターンが形成されており、半導体パターンの上部
には縦方向に伸びて前記ゲート線と交差するデータ線とデータ線と連結されているソース
電極とソース電極と分離されておりゲート電極を中心にいてソース電極と対向するドレー
ン電極を含むデータ配線及びドレーン電極と連結されており共通電極と平行に対向する線
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形の画素電極を含む画素配線が形成されている。この時、少なくとも画素電極の下部に形
成された半導体パターンは画素電極の外に出るように形成されている。
【００２７】
　ここで、半導体パターンは画素電極の外に０．５μｍ以上出るのが好ましい。
　ゲート配線はゲート線と連結されて外部から走査信号の印加を受けるゲートパッドをさ
らに含み、データ配線はデータ線と連結されて外部からデータ信号の印加を受けるデータ
パッドをさらに含み、ゲート絶縁膜と共にゲートパッド及びデータパッドをそれぞれ露出
させる接触窓を有する保護膜をさらに含むことができる。
【００２８】
　画素配線はドレーン電極と画素電極とを連結する画素信号線をさらに含むことができ、
画素信号線は横方向に伸びているのが好ましい。
　本発明による他の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板には、基板の上に横方向に伸び
ているゲート線とゲート線に連結されたゲート電極とを含むゲート配線と；ゲート線と同
一な方向に伸びている共通信号線及び共通信号線に連結された共通電極を含む共通配線と
が形成されている。ゲート配線及び共通配線を覆っているゲート絶縁膜の上部には半導体
からなる半導体パターンが形成されており、その上には縦方向に伸びているデータ線、デ
ータ線に連結されたソース電極、ソース電極と分離されてゲート電極を中心にしてソース
電極と対向するドレーン電極を含むデータ配線が形成されている。データ配線及び半導体
パターンの一部を覆っており、ドレーン電極を露出させる第１接触窓を有する保護膜パタ
ーンの上部には第１接触窓を通してドレーン電極と連結されており、共通電極と平行に配
列されて電場を形成する画素電極と、画素電極とドレーン電極とを連結する画素信号線を
含む画素配線が形成されている。
【００２９】
　画素配線は共通配線と重畳して維持容量を形成するのが好ましい。
　保護膜パターンはデータ線を露出させる第２接触窓を有することができ、第２接触窓を
通してデータ線と連結されており画素配線と同一な層に形成されている補助データ線をさ
らに含むことができる。
【発明の効果】
【００３０】
　以上のように、本発明は薄膜の新たな写真エッチング方法を通じて液晶表示装置用薄膜
トランジスタ基板の製造工程数を減少させ、工程を単純化して製造原価を低下させること
ができる。また、広い面積を互いに異なる深さにエッチングしながら１つのエッチング深
さに対しては均一なエッチング深さを有するようにする。また、配線を二重に形成するこ
とによって配線の断線を防止することができ、データ配線と画素配線とを半導体パターン
の内側に形成してこれらの段差を階段状に形成することによって上部に形成される保護膜
のプロファイルを緩慢にしてラビング工程の際に発生する配向不良を最少化することがで
きる。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施形態例について添付図面に基づいて詳しく説明する。
　第１実施形態例では、ゲートパッドを露出させる接触窓を他の１つ或いは複数の薄膜と
同時にパターニングし、画面表示部では他の薄膜のみをパターニングしゲート絶縁膜を残
し、ゲートパッド部ではゲート絶縁膜を完全に除去する。
【００３２】
　まず、図１ないし５に基づいて本発明の実施形態例による薄膜トランジスタ基板の構造
について詳しく説明する。
　図１に示すように、１つの絶縁基板に同時に多数の液晶表示装置用パネル領域を形成す
る。例えば、図１のように、１つのガラス基板１に４つの液晶表示装置用パネル領域１１
０、１２０、１３０、１４０を形成する。形成されるパネルが薄膜トランジスタパネルで
ある場合、パネル領域１１０、１２０、１３０、１４０は多数の画素からなる画面表示部
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１１１、１２１、１３１、１４１と周辺部１１２、１２２、１３２、１４２とを含む。画
面表示部１１１、１２１、１３１、１４１には、主に薄膜トランジスタ、配線及び画素電
極などが行列の形態に反復して配置されている。周辺部１１２、１２２、１３２、１４２
には、駆動素子と連結される要素、即ち、パッドとその外の静電気保護回路などが配置さ
れる。
【００３３】
　このような液晶表示装置を形成する時には、通常、ステッパー（stepper）露光器を使
用する。この露光器を使用する場合、画面表示部１１１、１２１、１３１、１４１及び周
辺部１１２、１２２、１３２、１４２を多数の区域に分け、区域別に同一のマスクまたは
異なる光マスクを使用して薄膜上にコーティングされた感光膜を露光し、露光した後に基
板全体を現像して感光膜パターンを形成してから、下部の薄膜をエッチングすることによ
って特定の薄膜パターンを形成する。このような薄膜パターンを反復して形成することに
よって液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板が完成される。
【００３４】
　しかし、ステッパー露光器を使用せずに一度に露光することもできる。また、１つの絶
縁基板に１つの液晶表示パネルのみを形成することもできる。
　図２は図１の１つのパネル領域に形成された液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配
置を概略的に示した配置図である。
　図２に示すように、一点鎖線１に囲まれた画面表示部には多数の薄膜トランジスタ３と
、それぞれの薄膜トランジスタ３に電気的に連結されている画素電極９０と、ゲート線２
２及びデータ線６２を含む配線などとが形成されている。画面表示部の外の周辺部には、
ゲート線２２の端に連結されたゲートパッド２４とデータ線６２の端に連結されたデータ
パッド６４とが配置されている。静電気放電による素子破壊を防止するために、ゲート線
２２及びデータ線６２をそれぞれ電気的に連結して等電位に形成するためのゲート線短絡
バー４及びデータ線短絡バー５が配置されている。ゲート線短絡バー４及びデータ線短絡
バー５は短絡バー連結部６を通じて電気的に連結されている。この短絡バー４、５は後で
除去される。これらを除去する時に基板を除去する線が図面の符号２である。又は、ゲー
ト線短絡バー４及びデータ線短絡バー５と、絶縁膜（図示していない）を間においている
短絡バー連結部６とを連結するために絶縁膜に形成されている。
【００３５】
　図２では薄膜トランジスタ基板に画素電極のみが形成されている場合を例としてあげた
が、次の具体的な実施形態例では画素電極及び共通電極の両方が全て薄膜トランジスタ基
板に形成されている場合を例としてあげる。
　図３ないし５は、図２の画面表示部の薄膜トランジスタと画素電極、共通電極及び配線
と周辺部のパッドを拡大して示したものであって、図３は配置図であり、図４及び５は図
３のIV－IV’線及びＶ－Ｖ’線の断面図である。
【００３６】
　まず、絶縁基板１０の上にアルミニウム（Ａｌ）またはアルミニウム合金（Ａｌ alloy
）、モリブデン（Ｍｏ）またはモリブデン－タングステン（ＭｏＷ）合金、クロム（Ｃｒ
）、タンタル（Ｔａ）などの金属または導電体からなるゲート配線が形成されている。ゲ
ート配線は、横方向に伸びている走査信号線またはゲート線２２、ゲート線２２の端に連
結されて外部からの走査信号の印加を受けてゲート線２２に伝達するゲートパッド２４及
びゲート線２２の一部である薄膜トランジスタのゲート電極２６を含む。
【００３７】
　また、基板１０の上にはゲート配線と同一な物質からなる共通配線が形成されている。
共通配線はゲート線２２と平行に横方向に伸びている共通電極線２７と、共通電極線２７
の縦方向の分枝である共通電極２８とを含む。図示してはいないが、共通電極線２７の端
に形成されて共通電極信号の印加を受けて共通電極線２７に伝達する共通電極線パッドが
、ゲートパッド２４とほぼ同一な形態に形成されている。
【００３８】
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　ゲート配線２２、２４、２６は単一層から形成することもできるが、二重層または三重
層から形成することもできる。二重層以上に形成する場合には、一層は抵抗の小さい物質
から形成し、他の層は他の物質との接触特性の良好な物質から形成するのが好ましい。
　ゲート配線２２、２４、２６及び共通配線２７、２８の上には窒化珪素（ＳｉＮx）な
どからなるゲート絶縁膜３０が形成され、ゲート配線２２、２４、２６及び共通配線２７
、２８を覆っている。
【００３９】
　ゲート絶縁膜３０の上には水素化アモルファスシリコン（hydrogenated amorphous sil
icon）などの半導体からなる半導体パターン４２、４８が形成されている。半導体パター
ン４２、４８の上にはリン（Ｐ）などのｎ型不純物で高濃度にドーピングされている接触
層パターン５５、５６が形成されている。
　接触層パターン５５、５６の上には、ＭｏまたはＭｏＷ合金、Ｃｒ、ＡｌまたはＡｌ合
金、Ｔａなどの導電物質からなるデータ配線が形成されている。データ配線は、縦方向に
形成されているデータ線６２と、データ線６２の一端に連結されて外部からの画像信号の
印加を受けるデータパッド６４と、データ線６２の分枝である薄膜トランジスタのソース
電極６５とからなるデータ線部を含む。また、データ線部６２、６４、６５と分離されて
おりゲート電極２６に対してソース電極６５の反対側に位置する薄膜トランジスタのドレ
ーン電極６６もデータ配線に含む。
【００４０】
　データ配線６２、６４、６５、６６もゲート配線２２、２４、２６と同様に単一層から
形成することもできるが、二重層または三重層から形成することもできる。もちろん、二
重層以上に形成する場合には一層は抵抗の小さい物質から形成し他の層は他の物質との接
触特性が良好な物質から形成するのが好ましい。
　接触層パターン５５、５６は、その下部の半導体パターン４２、４８とその上部のデー
タ配線６２、６４、６５、６６との接触抵抗を低下させる役割を果し、データ配線６２、
６４、６５、６６と同一の形態を有する。即ち、データ線部用の接触層パターン５５はデ
ータ線部６２、６４、６５と同一であり、ドレーン電極用の接触層パターン５６はドレー
ン電極６６と同一である。
【００４１】
　一方、半導体パターン４２、４８は、画面表示部内でデータ配線６２、６４、６５、６
６及び接触層パターン５５、５６、５８と類似した形態を有する。具体的には、薄膜トラ
ンジスタのチャンネル部では、データ線部６２、６４、６５、特にソース電極６５とドレ
ーン電極６６とが分離されており、データ線部用接触層５５とドレーン電極用接触層パタ
ーン５６とが分離されている。薄膜トランジスタ用半導体パターン４２はここで切れずに
連結されて薄膜トランジスタのチャンネルを生成する。一方、周辺部の半導体パターン４
８はゲートパッド２４部分以外の周辺部全体にわたって形成されている。
【００４２】
　データ線部６２、６４、６５及びドレーン電極６６と半導体パターン４２とは、保護膜
７０で覆われている。保護膜７０は半導体パターン４２、４８とほぼ同一な形態を有して
おり、ドレーン電極６６、データ線６２及びデータパッド６４を露出させる接触窓７１、
７２、７６を有している。また、保護膜７０はゲート絶縁膜３０及び半導体パターン４２
と共にゲートパッド２４を露出させる接触窓７４を有しており、ゲート線２２のうちのデ
ータ線６２と重複する部分以外の部分は覆っていない。保護膜７０は窒化珪素またはアク
リル系などの有機絶縁物質からなることができ、半導体パターン４２のうちの少なくとも
ソース電極６５とドレーン電極６６との間に位置するチャンネル部分を覆って保護する役
割を果す。
【００４３】
　ゲート線２２及びデータ線６２に囲まれた領域のゲート絶縁膜３０の上には、共通電極
線２７と平行な画素信号線８７及び共通電極２８と平行な画素電極８８が形成されている
。画素信号線８７は保護膜７０の上に延長され、接触窓７１を通してドレーン電極６６と
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物理的・電気的に連結され薄膜トランジスタから画像信号を受けて共通電極２７と共に電
場を生成する。
【００４４】
　ここで、図面に示されてはいないが、画素配線８７、８８または共通配線２７、２８を
延長して互いに重畳しないように形成することによって、維持畜電器を形成することがで
きる。
　保護膜７０の上にはデータ線６２に沿って形成されている補助データ線８２が形成され
ている。補助データ線８２は保護膜７０に形成された接触窓７２を通してデータ線６２と
連結されている。また、補助データ線８２はデータパッド６４の上に延長され、接触窓７
６を通してデータパッド６４と連結される補助データパッド８６を形成する。また、ゲー
トパッド２４の上には接触窓７４を通してこれと連結される補助ゲートパッド８４が形成
されている。補助ゲートパット８４は、ゲートパッド２４と外部回路装置との接着性を補
完しゲートパッドを保護する役割を果すもので、必須のものではなく適用如何は選択的で
ある。
【００４５】
　以下、本発明の実施形態例による液晶表示装置用基板の製造方法について図６ａないし
図１９と前述の図３ないし５とに基づいて詳しく説明する。
　まず、図６ａ～８に示すように、金属などの導電体層をスパッタリングなどの方法で１
，０００Åないし３，０００Åの厚さに蒸着し、第１マスクを用いて乾式または湿式エッ
チングして、基板１０の上にゲート線２２、ゲートパッド２４及びゲート電極２６を含む
ゲート配線と、共通電極線２７、共通電極線パッド（図示しない）及び共通電極２８を含
む共通配線とを形成する。
【００４６】
　次に、図９及び１０に示すように、ゲート絶縁膜３０、半導体層４０、接触層５０をそ
れぞれ１，５００～５，０００Å、５００～１，５００Å、３００～６００Åの厚さで連
続して化学気相蒸着法により蒸着する。次いで、金属などの導電体層６０をスパッタリン
グなどの方法で１，５００～３，０００Åの厚さに蒸着する。次いで、第２マスクを用い
て導電体層６０及びその下の接触層５０をパターニングし、データ線６２、データパッド
６４、ソース電極６５などデータ線部とその下部のデータ線部接触層パターン５５と、ド
レーン電極６６と、その下部のドレーン電極用導電体パターン５６とを形成する。
【００４７】
　図１２、図１８及び図１９に示すように、窒化珪素をＣＶＤ方法で蒸着したり有機絶縁
物質をスピンコーティングして３，０００Å以上の厚さを有する保護膜７０を形成する。
その後、第３マスクを用いて保護膜７０、半導体層４０及びゲート絶縁膜３０をパターニ
ングし、接触窓７１、７２、７４、７６を含むこれらのパターンを形成する。この時、周
辺部Ｐではゲートパッド２４の上の保護膜７０、半導体層４０及びゲート絶縁膜３０を除
去するが（データパッド６４の上の保護膜７０も除去）、画面表示部Ｄでは保護膜７０及
び半導体層４０のみを除去して（ドレーン電極６６及びデータ線６２の一部の上の保護膜
７０も除去）必要な部分のみにチャンネルが形成されるように半導体層パターンを形成し
なければならない。このために、部分に応じて厚さが異なる感光膜パターンを形成しこれ
をエッチングマスクにして下部の膜を乾式エッチングする。これを図１３～１９を通して
詳しく説明する。
【００４８】
　まず、保護膜７０の上に感光膜ＰＲ、好ましくは、陽性の感光膜を５，０００～３０，
０００Åの厚さに塗布した後、第３マスク３００、４１０、４２０を通じて露光する。露
光後の感光膜ＰＲは、図１３及び１６に示すように、画面表示部Ｄと周辺部Ｐとで異なる
。即ち、画面表示部Ｄの感光膜ＰＲのうちの光に露出された部分Ｃは表面から一定の深さ
までのみ光に反応して高分子が分解されその下では高分子がそのまま残っている。一方、
周辺部Ｐの感光膜ＰＲはこれとは異なって光に露出された部分Ｂが下部まで全て光に反応
して高分子が分解された状態になる。ここで、画面表示部Ｄまたは周辺部Ｐで光に露出さ
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れる部分Ｃ、Ｂは保護膜７０が除去される部分である。
【００４９】
　このためには、画面表示部Ｄに使用するマスク３００及び周辺部Ｐに使用するマスク４
１０、４２０の構造を変更する方法を使用することが可能であり、ここでは３つの方法を
提示する。
　第１の方法は、図１５（ａ）及び（ｂ）に示すように、マスク３００、４００は通常、
基板３１０、４１０とその上のクロムなどからなる不透明なパターン層３２０、４２０、
パターン層３２０、４２０及び露出された基板３１０、４１０を覆っているペリクル（pe
llicle）３３０、４３０からなる。画面表示部Ｄに使用されるマスク３００のペリクル３
３０の光透過率が、周辺部Ｐに使用されるマスク４００のペリクル４３０の光透過率より
低いように調節する。画面表示部Ｄのペリクル３３０の透過率が、周辺部Ｐのペリクル４
３０の透過率の１０％～８０％、好ましくは２０％～６０％程度の範囲にあるようにする
。
【００５０】
　第２の方法は、図１６及び１７に示すように、画面表示部Ｄのマスク３００には全面に
わたってクロム層３５０を約１００～３００Åの厚さに残して透過率を低める。一方、周
辺部Ｐのマスク４００にはこのようなクロム層を残さない。この時、画面表示部Ｄに使用
されるマスク３００のペリクル３４０は周辺部Ｐのペリクル４３０と同一な透過率を有す
るようにすることが可能である。
【００５１】
　ここで、前記２つの方法を混用して使用することができるのは勿論である。
　前記２つの方法はステッパーを使用した分割露光の場合に適用し得るものであって、画
面表示部Ｄと周辺部Ｐとが異なるマスクを使用して露光されるため可能なのである。この
ように分割露光する場合にはこれ以外にも画面表示部Ｄと周辺部Ｐとの露光時間を異なる
ようにすることによって厚さを調節することができる。
【００５２】
　しかし、画面表示部Ｄと周辺部Ｐとを分割露光せずに１つのマスクを使用して露光する
こともできる。この場合に適用されることができるマスクの構造を図１７に基づいて詳し
く説明する。
　台３の方法では、図１１に示すように、マスク５００の基板５１０の上には透過率調節
膜５５０が形成されている。透過率調節膜５５０の上にはパターン層５２０が形成されて
いる。透過率調節膜５５０は画面表示部Ｄではパターン層５２０の下部だけでなく全面に
わたって形成されているが、周辺部Ｐではパターン層５５０の下部のみに形成されている
。つまり、基板５１０の上には高さの異なる２つ以上のパターンが形成されていることに
なる。
【００５３】
　勿論、周辺部Ｐでも透過率調節膜を形成することができるが、この場合には周辺部Ｐの
透過率調節膜の透過率が画面表示部Ｐの透過率調節膜５５０の透過率より高くなければな
らない。
　このような透過率調節膜５５０を有する光マスク５００を製造する時には、まず、基板
５００の上に透過率調節膜５５０と、この透過率調節膜５５０とはエッチング比が異なる
パターン層５２０とを連続して積層する。全面にわたって感光膜（図示しない）を塗布し
露光、現像した後、感光膜をエッチングマスクにしてパターン層５２０をエッチングする
。残っている感光膜を除去した後、再び周辺部Ｐの接触窓に対応する位置の透過率調節膜
を露出させる新たな感光膜パターン（図示しない）を形成してから、これをエッチングマ
スクにして透過率調節膜５５０をエッチングすることによって光マスク５００を完成する
。
【００５４】
　このような方法以外にも光源の分解能より小さな大きさのスリットまたは格子形態の微
細パターンを有するマスクを使用して透過率を調節することもできる。
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　感光膜ＰＲのうち、下部に反射率の高い金属層、即ちゲート配線２２、２４、２６、共
通配線２７、２８またはデータ配線６２、６４、６５、６６がある部分は、反射された光
によって露光時に他の部分より光の照射量が多くなるおそれがある。これを防止するため
に下部からの反射光を遮断する層をおいたり着色された感光膜ＰＲを使用することができ
る。
【００５５】
　このような方法で感光膜ＰＲを露光した後で現像すると、図１３及び１４において、メ
ッシュ表示された部分が除去された感光膜パターンＰＲが形成される。即ち、ゲートパッ
ド２４及びデータパッド６４の上には感光膜が形成されていない。ゲートパッド２４及び
データパッド６４以外の全ての周辺部Ｐ及び画面表示部Ｄでは、データ線部６２、６４、
６５及びドレーン電極６６と、これらの間の半導体層４０との上部には厚い感光膜Ａが形
成されている。画面表示部Ｄでは、ドレーン電極６６の上部及びデータ線６２の一部及び
その他の部分には薄い感光膜Ｂが形成される。
【００５６】
　この時、感光膜ＰＲの薄い部分の厚さは、最初の厚さの約１／４～１／７程度、即ち、
３５０～１０，０００Å程度、より好ましくは、１，０００～６，０００Åである。一例
をあげると、感光膜ＰＲの最初の厚さと２５，０００～３０，０００Åとし、画面表示部
Ｄの透過率を３０％とすることで薄い感光膜の厚さを３，０００～５，０００Åとするこ
とができる。しかし、残す厚さは乾式エッチングの工程条件によって決定されなければな
らないので、このような工程条件に応じてマスクのペリクル、残留クロム層の厚さまたは
透過率調節膜の透過率や露光時間などを調節しなければならない。
【００５７】
　このような薄い厚さの感光膜は、通常の方法で感光膜を露光、現像した後にリフローを
通じて形成することもできる。
　次いで、乾式エッチング方法で感光膜パターンＰＲ及びその下部の膜、即ち、保護膜７
０、半導体層４０及びゲート絶縁膜３０に対するエッチングを進める。
　この時、前記で言及したように、感光膜パターンＰＲのうちのＡ部分は完全に除去され
ずに残っていなければならず、Ｂ部分の下部の保護膜７０、半導体層４０及びゲート絶縁
膜３０が除去されなければならず、Ｃ部分の下部では保護膜７０及び半導体層４０のみを
除去しゲート絶縁膜３０は除去されてはならない。
【００５８】
　このためには、感光膜パターンＰＲとその下部の膜とを同時にエッチングすることがで
きる乾式エッチング方法を使用するのが好ましい。即ち、乾式エッチング方法を使用する
と、図１８及び１９に示すように、感光膜のないＢ部分の下部の保護膜７０、半導体層４
０及びゲート絶縁膜３０の３つの層と、Ｃ部分の薄い厚さの感光膜、保護膜７０及び半導
体層４０の３つの層とを同時にエッチングすることができる。但し、画面表示部Ｄのデー
タ線６２の一部及びドレーン電極６６部分と、周辺部Ｐのデータパッド６４部分とでは、
導電体層６０が除去されないようにエッチング選択性がある条件を選択しなければならな
い。この時、感光膜パターンＰＲのＡ部分もある程度の厚さまでエッチングされる。
【００５９】
　従って、一度のマスク工程と乾式エッチング方法とを通して、画面表示部Ｄでは保護膜
７０及び半導体層４０のみを除去して接触窓７１、７２及び半導体パターン４２を形成す
ることができる。また、周辺部Ｐでは保護膜７０、半導体層４０及びゲート絶縁膜３０を
全て除去して接触窓７４、７６を形成することができる。
【００６０】
　最後に、残っているＡ部分の感光膜パターンを除去し、図３～５に示すように、４００
～５００Åの厚さの導電体層を蒸着し、第４マスクを使用してエッチングして画素信号線
８７及び画素電極８８、補助データ線８２、補助ゲートパッド８４及び補助データパッド
８６を形成する。
　このように、本実施形態例ではゲートパッド２４を露出させる接触窓７４を保護膜パタ
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ーン７０及び半導体パターン４２、４８と共に１つのマスクを用いて形成する場合を説明
しているが、接触窓７４はその他の膜をパターニングする時に共に形成することもでき、
これは当業者として当然に考えることができる範疇にある。特に、本発明は乾式エッチン
グ方法でエッチングされる薄膜のパターニングに有効な方法である。
【００６１】
　本発明の第２及び第３実施形態例では、同一層に形成されるソース電極とドレーン電極
とを分離する時に２つの電極の間に薄い感光膜パターンを形成することによって、半導体
パターンとデータ配線とを共に形成する製造工程を単純化する。
　まず、図２０～２２に基づいて本発明の第２実施形態例による液晶表示装置用薄膜トラ
ンジスタ基板の構造について詳しく説明する。
【００６２】
　図２０は本発明の第２実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図
である。図２１及び２２はそれぞれ図２０に示す薄膜トランジスタ基板のＸIV－ＸIV’線
及びＸＶ－ＸＶ’線の断面図である。
　まず、絶縁基板１０の上にゲート配線２２、２４、２６、共通配線２７、２８及び画素
配線が形成される。画素配線は、共通電極２８と平行に対向し、画像信号が伝達される画
素電極２５及び画素電極２５の下端に連結されている。画素配線は、後述するドレーン電
極６６と連結されて画像信号の伝達を受ける画素電極連結部または画素信号線２３を含む
。
【００６３】
　ゲート配線２２、２４、２６、共通配線２７、２８及び画素配線２３、２５は、単一層
から形成することもできるが、二重層または三重層から形成することもできる。二重層以
上に形成する場合には一層は抵抗の小さな物質から形成し、他の層は他の物質から形成す
るのが好ましい。特にパッド用物質として使用されるＩＴＯとの接触特性が良好な物質は
好ましく用いられる。その理由は、外部と電気的に連結されるパッド部を補強するために
、パッド部は配線用物質とパッド用物質とを共に形成するためである。パッド用物質をＩ
ＴＯから形成する場合、ＩＴＯとの接触特性が良好な物質としてはクロム（Ｃｒ）、モリ
ブデン（Ｍｏ）、チタニウム（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）などがあり、Ｃｒ／Ａｌ（また
はＡｌ合金） の二重層またはＡｌ／Ｍｏの二重層をその例としてあげることができる。
【００６４】
　ゲート配線２２、２４、２６、共通配線２７、２８及び画素配線２３、２５の上は、窒
化珪素（ＳｉＮx）などからなるゲート絶縁膜３０で覆われている。
　ゲート絶縁膜３０の上には、薄膜トランジスタチャンネルが形成されるチャンネル部Ｃ
を含む半導体パターン４２が形成されている。半導体パターン４２の上には接触層パター
ン５５、５６が形成されている。
【００６５】
　接触層パターン５５、５６の上にはデータは緯線６２、６４、６５、６６が形成されて
いる。ここで、ドレーン電極６６は画素電極連結部２３の上部まで延長されている。
　一方、半導体パターン４２は、薄膜トランジスタのチャンネル部Ｃを除き、データ配線
６２、６４、６５、６６及び接触層パターン５５、５６と同一な形態を有する。具体的に
は、薄膜トランジスタ用半導体パターン４２はデータ配線及び接触層パターンの残りの部
分と僅かに異なる。即ち、薄膜トランジスタのチャンネル部Ｃでデータ線部６２、６４、
６５、特にソース電極６５とドレーン電極６６とが分離さており、データ線部の中間層５
５とドレーン電極用接触層パターン５６とが分離されている。しかし、薄膜トランジスタ
用半導体パターン４２はここで切れずに連結されて薄膜トランジスタのチャンネルを生成
する。
【００６６】
　データ配線６２、６４、６５、６６及びデータ配線で覆われない半導体パターン４２を
覆う保護膜７０は、ゲート絶縁膜３０と共にデータ線６２、データパッド６４及びゲート
パッド２４を露出させる接触窓７２、７６、７４を有している。また、ゲート絶縁膜３０
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と共にドレーン電極６６と画素信号線２３とを露出させる接触窓７１を有している。
【００６７】
　保護膜７０の上には、データ配線と電気的に連結されている補助データ配線が形成され
ている。補助データ配線は、接触窓７２、７６を通してデータ配線６２、６４と連結され
ている補助データ線部８２、８６を含む。さらに、補助データ配線は、接触窓７１を通し
てドレーン電極６６及び画素電極連結部２３と連結されてこれらを電気的に連結し、共通
電極２８と一部重畳して維持容量を形成する補助導電膜として補助画素信号線８７を含む
。ここでは、補助画素信号線８７を共通電極２８と重畳させて維持容量を形成したが、ド
レーン電極６６のみを利用して維持容量を形成することもできる。また、維持容量を充分
に確保するために、共通電極２８とドレーン電極６６とを、または補助画素信号線８７を
、多様に変形された構造から形成することができる。この時、補助データ配線８２、８４
、８６、８７はＩＴＯ（indium tin oxide）やＩＺＯ（indium zinc oxide）などの透明
な導電物質または不透明な導電物質から形成されることができる。
【００６８】
　以下、本発明の第２実施形態例による液晶表示装置用基板の製造方法について図２３～
３９と前述の図２０～２２とに基づいて詳しく説明する。
　まず、図２３～２５に示すように、金属などの導電体層をスパッタリングなどの方法で
１，０００～３，０００Åの厚さに蒸着し、第１マスクを用いて乾式または湿式エッチン
グして、ゲート線２２、ゲートパッド２４及びゲート電極２６を含むゲート配線と、共通
信号線２７及び共通電極２８を含む共通配線と、画素電極２５及び画素電極連結部２３を
含む画素配線とを基板１０の上に形成する。
【００６９】
　その次、図２６及び２７に示すように、ゲート絶縁膜３０、半導体層４０及び中間層５
０を、それぞれ１，５００～５，０００Å、５００～２，０００Å、３００～６００Åの
厚さに化学気相蒸着法を用いて連続して蒸着する。次いで、金属などの導電体層６０をス
パッタリングなどの方法で１，５００～３，０００Åの厚さに蒸着した後、その上に感光
膜１１０を１～２μｍの厚さに塗布する。
【００７０】
　その後、第２マスクを通じて感光膜１１０に光を照射した後で現像し、図２８～３０に
示すように、感光膜パターン１１２、１１４を形成する。この時、感光膜パターン１１２
、１１４のうちの薄膜トランジスタのチャンネル部Ｃ、即ちソース電極６５とドレーン電
極６６との間に位置した第１部分１１４は、データ配線部Ａ、即ちデータ配線６２、６４
、６５、６６が形成される部分に位置した第２部分１１２より厚さが小さくなるようにし
、その他の部分Ｂの感光膜は全て除去する。この時、チャンネル部Ｃに残っている感光膜
１１４の厚さとデータ配線部Ａに残っている感光膜１１２の厚さとの比は、後述するエッ
チング工程における工程条件に応じて異なるようにしなければならない。具体的には、第
１部分１１４の厚さを第２部分１１２の厚さの１／２以下とするのが好ましい。また、第
２部分の厚さは１．６～１．９μｍ程度に形成し、第１部分１１４の厚さは２，０００～
５，０００Å以下、さらには３，０００～４，０００Å程度に形成するのが好ましい。こ
こで、感光膜が陽性である場合、データ配線部Ａの透過率は３％以下が好ましい。チャン
ネル部Ｃの透過率は２０～６０％、より好ましくは３０～４０％が好ましい。その他の部
分Ｂの透過率は９０％以上になるようにマスクを製作するのが好ましい。
【００７１】
　このように、位置に応じて感光膜の厚さを異にする方法として多様なものがあり得、こ
こでは陽性感光膜を使用する場合に対して２つの方法を提示する。この場合、感光膜の厚
さは通常的な厚さより厚い１．６～２μｍ程度に形成するのがよく、これは現像後に残っ
た膜を容易に調節するようにするためである。
　そのうちの第１の方法は、マスクに解像度より小さいパターン、例えばスリットまたは
格子形態のパターンを形成したり、半透明膜をおいて光の照射量を調節することである。
この時、スリットパターンの線幅または間隔は露光時に使用される露光器の分解能より小
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さいようにして透過率のみを調節することができるようにしなければならない。一方、半
透明膜を利用する場合にはマスクを製作する時に膜の厚さを調節して光の透過率を調節す
ることができ、異なる透過率を有する多数の膜を多層膜として形成して光の透過率を調節
することができる。この時、光の照射量を調節するためにはクロム（Ｃｒ）、ＭｇＯ、Ｍ
ｏＳｉ、ａ－Ｓｉなどを利用することができる。
【００７２】
　このように光の透過率を調節し得るスリットパターンまたは半透明膜が形成されている
マスクを通して感光膜に光を照射すると、感光膜の高分子は光によって分解され、光の照
射量が増加するほど高分子の分解程度が異なるようになる。光に完全に露出される部分の
高分子が完全に分解される時に露光を終了すると、光に直接露出される部分に比べてスリ
ットまたは半透明膜が形成されている部分の照射量が少ないので、この部分で感光膜分子
は分解されない状態である。この時、露光時間を長くすると、全ての部分の高分子が完全
に分解されるのでそのようにならないようにしなければならない。次いで、感光膜を現像
すると、高分子が分解されない部分の感光膜はほぼ初期状態の厚さとして残り、スリット
パターンまたは半透明膜によって光が少なく照射される部分には中間厚さの感光膜が残り
、光によって完全に分解された部分には感光膜がほとんど残らない。このような方法を利
用すると、部分的に異なる厚さを有する感光膜パターン１１２、１１４を形成することが
できる。
【００７３】
　第２の方法は、感光膜のリフローを用いることである。この場合には、光が完全に透過
し得る部分と光が完全に透過し得ない部分とに区分された通常のマスクを使用して感光膜
が全然なかったり一定の厚さで残っている通常の感光膜パターンを形成する。次いで、こ
のような感光膜パターンをリフローさせて残っている感光膜が無い部分に流れるようにし
て中間厚さを有する新たな感光膜パターンを形成する。
【００７４】
　このような方法を通じて位置に応じて厚さが互いに異なる感光膜パターン１１２、１１
４が形成される。
　次いで、感光膜パターン１１２、１１４及びその下部の膜、即ち導電体層６０、中間層
５０及び半導体層４０に対するエッチングを進める。この時、データ配線部Ａにはデータ
配線及びその下部の膜がそのまま残っており、チャンネル部Ｃには半導体層のみが残って
いなければならない。また、残りの部分Ｂには上記３つの層６０、５０、４０が全て除去
されてゲート絶縁膜３０が露出されなければならない。
【００７５】
　まず、図３１及び３２に示すように、残りの部分Ｂの露出されている導電体層６０を除
去してその下部の中間層５０を露出させる。この過程では乾式エッチングまたは湿式エッ
チング方法を全て使用することができる。エッチングは、導電体層６０はエッチングされ
感光膜パターン１１２、１１４はほとんどエッチングされない条件下で行うのが良い。し
かし、乾式エッチングの場合、導電体層６０のみをエッチングし感光膜パターン１１２、
１１４をエッチングしない条件を探すのが難しいので、感光膜パターン１１２、１１４も
共にエッチングされる条件下で行うことができる。この場合には湿式エッチングの場合よ
り第１部分１１４の厚さを厚くすることにより、この過程で第１部分１１４が除去されて
下部の導電体層６０が露出されることが発生しないようにする。
【００７６】
　導電体層６０がＭｏまたはＭｏＷ合金、ＡｌまたはＡｌ合金、Ｔａのうちのいずれかで
ある場合には、乾式エッチングまたは湿式エッチングのうちのいずれのものでも可能であ
る。しかし、Ｃｒは乾式エッチング方法では除去されにくいため、導電体層６０がＣｒで
あれば湿式エ ッチングのみを用いるのが良い。導電体層６０がＣｒである湿式エッチン
グの場合にはエッチング液としてＣｅＮＨＯ3を使用することができる。また、導電体層
６０がＭｏまたはＭｏＷである乾式エッチングの場合のエッチング気体としては、ＣＦ4

とＨＣｌとの混合気体またはＣＦ4とＯ2との混合気体を使用することができる。後者の場
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合には感光膜に対するエッチング比もほぼ類似している。
【００７７】
　このようにすると、図３１及び３２に示すように、チャンネル部Ｃ及びデータ配線部Ｂ
の導電体層、即ち、ソース／ドレーン用導電体パターン６７のみが残りその他の部分Ｂの
導電体層６０は全て除去されることによってその下部の中間層５０が露出される。この時
、残った導電体パターン６７はソース及びドレーン電極６５、６６が分離されずに連結さ
れている点以外はデータ配線６２、６４、６５、６６の形態と同一である。また、乾式エ
ッチングを使用する場合、感光膜パターン１１２、１１４もある程度の厚さでエッチング
される。
【００７８】
　次いで、図３３及び３４に示すように、その他の部分Ｂの露出された中間層５０及びそ
の下部の半導体層４０を感光膜の第１部分１１４と共に乾式エッチング方法で同時に除去
する。この時のエッチングは感光膜パターン１１２、１１４と中間層５０及び半導体層４
０（半導体層及び中間層はエッチング選択性がほとんど無い）が同時にエッチングされ、
ゲート絶縁膜３０はエッチングされない条件下で行わなければならない。とりわけ、特に
、感光膜パターン１１２、１１４と半導体層４０とに対するエッチング比がほぼ同一な条
件でエッチングするのが好ましい。例えば、ＳＦ6とＨＣｌとの混合気体またはＳＦ6とＯ

2との混合気体を使用すれば、ほぼ同一な厚さで２つの膜をエッチングすることができる
。感光膜パターン１１２、１１４と半導体層４０とに対するエッチング比が同一な場合、
第１部分１１４の厚さは半導体層４０の厚さと中間層５０の厚さとの和と同一であるかそ
れより小さくなければならない。
【００７９】
　このようにすると、図３３及び３４に示すように、チャンネル部Ｃの第１部分１１４が
除去されてソース／ドレーン用導電体パターン６７が露出され、その他の部分Ｂの中間層
５０及び半導体層４０が除去されてその下部のゲート絶縁膜３０が露出される。一方、デ
ータ配線部Ａの第２部分１１２もエッチングされるので厚さが薄くなる。また、この段階
で半導体パターン４２が完成される。図面符号５７はそれぞれソース／ドレーン用導電体
パターン６７の下部の中間層パターンを指す。
【００８０】
　次いで、アッシング（ashing）を通じてチャンネル部Ｃのソース／ドレーン用導電体パ
ターン６７の表面に残っている感光膜の残りものを除去する。アッシングする方法として
はプラズマ気体を利用したりマイクロ波（microwave）を利用することができ、主に使用
する組成物としては酸素をあげることができる。
　次いで、図３５及び３６に示すように、チャンネル部Ｃのソース／ドレーン用導電体パ
ターン６７及びその下部のソース／ドレーン用中間層パターン５７をエッチングして除去
する。この時、エッチングはソース／ドレーン用導電体パターン６７及び中間層パターン
５７の両方に対して乾式エッチングのみを行うことができ、ソース／ドレーン用導電体パ
ターン６７に対しては湿式エッチング、中間層パターン５７に対しては乾式エッチングを
行うことができる。前者の場合、ソース／ドレーン用導電体パターン６７及び中間層パタ
ーン５７のエッチング選択比が大きい条件下でエッチングを行うのが好ましい。エッチン
グ選択比が大きくない場合にはエッチング終点を探すことが難しいため、チャンネル部Ｃ
に残る半導体パターン４２の厚さを調節しにくいからである。例えば、ＳＦ6とＯ2との混
合気体を使用してソース／ドレーン用導電体パターン６７をエッチングする。湿式エッチ
ングと乾式エッチングとを交互に行う後者の場合、湿式エッチングされるソース／ドレー
ン用導電体パターン６７の側面はエッチングされるが、乾式エッチングされる中間層パタ
ーン５７はほとんどエッチングされないので階段形態に形成される。中間層パターン５７
及び半導体パターン４２をエッチングする時に使用するエッチング気体の例としては、前
記で言及したＣＦ4とＨＣｌとの混合気体またはＣＦ4とＯ2との混合気体をあげることが
できる。ＣＦ4とＯ2との混合気体を使用すれば均一な厚さで半導体パターン４２を残るこ
とができる。この時、図３６に示すように、半導体パターン４２の一部が除去されて厚さ
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が薄くなることもでき感光膜パターンの第２部分１１２もこの時にある程度の厚さでエッ
チングされる。この時のエッチングはゲート絶縁膜３０がエッチングされない条件で行わ
なければならず、第２部分１１２がエッチングされてその下部のデータ配線６２、６４、
６５、６６が露出されないように感光膜パターンが厚いのが好ましい。
【００８１】
　このようにすると、ソース電極６５とドレーン電極６６とが分離されながらデータ配線
６２、６４、６５、６６とその下部の接触層パターン５５、５６とが完成される。
　最後に、データ配線部Ａに残っている感光膜第２部分１１２を除去する。しかし、第２
部分１１２の除去を、チャンネル部Ｃのソース／ドレーン用導電体パターン６７を除去し
た後にその下の中間層パターン５７を除去する前に行うこともできる。
【００８２】
　また、データ配線を乾式エッチングの可能な物質から形成する場合には、前述のように
数度の中間工程を経ず、感光膜パターンの厚さを調節して一度のエッチング工程で接触層
パターン、半導体層パターン、データ配線を形成することができる。即ち、Ｂ部分の金属
層６０、接触層５０及び半導体層４０をエッチングする間、Ｃ部分では感光膜パターン１
１４及びその下部の接触層５０をエッチングし、かつＡ部分では感光膜パターン１１２の
一部のみをエッチングする条件を選択して、１度の工程で形成することもできる。
【００８３】
　前述のように、湿式エッチングと乾式エッチングとを交互に行ったり乾式エッチングの
みを使用することができる。後者の場合には１種類のエッチングのみを使用するので工程
が比較的簡便であるが、適したエッチング条件を探すことが難しい。反面、前者の場合に
はエッチング条件を探すことが比較的容易であるが、工程が後者に比べて複雑である。
【００８４】
　このようにしてデータ配線６２、６４、６５、６６を形成した後、図３７～３９に示す
ように窒化珪素をＣＶＤ方法で蒸着したり有機絶縁物質をスピンコーティングし、厚さ２
、０００Å以上の保護膜７０を形成する。次いで、第３マスクを用いて保護膜７０をゲー
ト絶縁膜３０と共にエッチングし、データ線６２、ゲートパッド２４、データパッド６４
及びドレーン電極６６と画素信号線２３とをそれぞれ露出させる接触窓７２、７４、７６
及び７１を形成する。
【００８５】
　最後に、図２０～２２に示すように、透明な導電物質または不透明な導電物質を蒸着し
第４マスクを用いてエッチングして補助データ配線８２、８４、８７及び補助ゲートパッ
ド８６を形成する。
　このように本実施形態例ではデータ配線６２、６４、６５、６６とその下部の接触層パ
ターン５５、５６及び半導体パターン４２を１つのマスクを用いて形成して製造工程を単
純化することができる。また、データ配線を二重に形成して配線の断線を防止することが
できる。
【００８６】
　また、本発明の実施形態例ではデータ配線６２、６４、６５、６６を形成した後で補助
データ線８２、８４、８７を形成したが、順序を変えて形成することもできる。
　本発明の第２実施形態例ではチャンネル部Ｃ以外の半導体パターン４２とデータ配線６
２、６４、６５、６６を同一の形態に形成したが、半導体パターン４２がデータ配線６２
、６４、６５、６６の外に出るように形成することもできる。これについて図面に基づい
て詳しく説明する。
【００８７】
　図４０は本発明の第３実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図
である。図４１は図４０のＸＸIV－ＸＸIV’線の断面図であり、図４２は図４０のＸＸＶ
－ＸＸＶ’線の断面図である。
　図４０～４２に示すように、第３実施形態例による薄膜トランジスタ基板の構造は第２
実施形態例と類似している。但し、半導体パターン４２がデータ配線６２、６４、６５、
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６６の外に出るように形成されている
　次いで、このような本発明の第３実施形態例による液晶表示装置用基板の製造方法につ
いて図４３～４７と前述の図４０～４２とに基づいて詳しく説明する。図４３～４５は本
発明の第３実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図
面であって、図２６及び２７の次の段階を示したものである。
【００８８】
　本発明の第３実施形態例による製造方法の大部分は第２実施形態例の製造方法と類似し
ている。
　しかし、第２実施形態例と異なって、図４３及び４４に示すように、感光膜１１０を塗
布し第２マスクを用いた写真工程で感光膜パターン１１２、１１４を形成し、薄い厚さを
有する感光膜パターン１１４を薄膜トランジスタのチャンネル部Ｃだけでなくデータ配線
部Ａの周りの周辺にも形成する。
【００８９】
　次いで、図４６及び４７に示すように、第２実施形態例と同様に感光膜パターン１１２
、１１４を用いて半導体パターン４２を形成し、感光膜パターン１１２を用いてデータ配
線６２、６４、６５、６６を半導体パターン４２の内側に形成し、データ配線６２、６４
、６５、６６または感光膜パターン１１２をマスクにして中間層５０をエッチングして中
間層パターン５５、５６を完成する。この時、半導体パターン４２の一部がエッチングさ
れ得る。
【００９０】
　以後の製造工程を第２実施形態例と同様に進め、図４０～４２に示すように、保護膜７
０と補助データ配線８２、８４、８７及び補助ゲートパッド８６とを形成する。
　本発明の第４実施形態例では半導体パターンが少なくともデータ配線及び画素配線の外
に出るように形成しながら、３枚のマスクを用いて薄膜トランジスタ基板を製造する。ま
ず、図４８及び４９に基づいて３枚のマスクを用いて製造された本発明の第４実施形態例
による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の構造について詳しく説明する。
【００９１】
　図４８は本発明の第４実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板である。
図４９は図４８に示す薄膜トランジスタ基板のＸＸIX－ＸＸIX’線の断面図であって、薄
膜トランジスタ部、画素部、ゲートパッド部及びデータパッド部を示す。
　絶縁基板１０の上にゲート配線２２、２４、２６及び共通配線２７、２８が形成されて
いる。
【００９２】
　ゲート配線２２、２４、２６及び共通配線２７、２９を覆うゲート絶縁膜３０の上部に
は半導体パターン４２が形成されており、半導体パターン４２の上には接触層５５、５６
が形成されている。接触層５５、５６の上には、金属の単一膜やＩＴＯ（indium tin oxi
de）またはＩＺＯ（indium zinc oxide）を含む多重膜などからなるデータ配線６２、６
４、６５、６６及び画素配線６８、６９が形成されている。
【００９３】
　ここで、接触層５５、５６とデータ配線６２、６４、６５、６６及び画素配線６８、６
９は互いに同一の形態に形成されている。これらは、図４８及び４９に示すように、半導
体パターン４２の内側に半導体パターン４２の幅より狭く半導体パターン４２と類似した
形態に形成されている。半導体パターン４２とデータ配線６２、６４、６５、６６及び画
素配線６８、６９との端部の段差は階段状に二重に形成される。特に、画像が表示される
画素部で画素電極６８とその下部に形成されている半導体パターン４２との端部の段差を
階段状に形成することによって以後に形成される保護膜のプロファイルを緩慢に形成して
ラビング不良による光漏れ現象を最少化することができる。
【００９４】
　データ配線６２、６４、６５、６６及び画素配線６８、６９とこれらで覆われない半導
体パターン４２を覆う保護膜７０とには、データパッド６４を露出させる接触窓７４が形
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成されている。この時、図４９に示すように、半導体パターン４２及びデータ配線６２、
６４、６５、６６と画素配線６８、６９との端部の段差が階段状に二重に形成され、半導
体パターン４２とデータ配線６２、６４、６５、６６とを覆う保護膜７０が緩慢に形成さ
れる。このように保護膜７０で発生する傾斜が緩慢であれば、以後に形成される配向膜を
ラビング（rubbing）する時に発生するラビング不良を最少化して光漏れ現象を減少させ
ることができる。
【００９５】
　次いで、このような本発明の第４実施形態例による構造の液晶表示装置用薄膜トランジ
スタ基板の製造方法について図４８及び４９と図５０～５５に基づいて詳しく説明する。
　図５０及び５２は本発明の実施形態例によって製造する中間過程における薄膜トランジ
スタ基板の配置図であって、製造順序によって順に示したものである。図５１、図５３、
図５４及び図５５はそれぞれ図５０及び５２のＸＸＸｂ－ＸＸＸｂ’及びＸＸＸＩｂ－Ｘ
ＸＸＩｂ’線の断面図である。
【００９６】
　まず、図５０～５１に示すように、絶縁基板１０の上部に第１マスクを用いた写真工程
でパターニングし、ゲート線２２、ゲート電極２６及びゲートパッド２４を含むゲート配
線と、横方向の共通電極線２７及び共通電極線２７の分枝である縦の共通電極２８を含む
共通配線とを形成する。
　その次に、図５２及び図５５に示すように、ゲート絶縁膜３０と、アモルファスシリコ
ンからなる半導体層４０と、ドーピングされたアモルファスシリコン層５０と、データ配
線用金属あるいはＩＴＯまたはＩＺＯを含む多重膜からなるデータ用導体層６０との４重
層を連続して積層する。その後、第２マスクを用いた１度の写真工程でパターニングし、
半導体パターン４２と接触層５５、５６とデータ配線６２、６４、６５、６６と画素配線
６８、６９とを形成する。この時、図５２及び５５に示すように、データ配線６２、６４
、６５、６６と画素配線６８、６９、とりわけ画素電極６８の外に出るように半導体パタ
ーン４２を形成し、データパターンと半導体パターンとが二重の階段状段差を有するよう
に形成するのが好ましい。その理由は、以後に形成される保護膜のプロファイル（profil
e）を緩慢にするためである。このためには部分的に厚さが異なる感光膜パターンを形成
し、これをエッチングマスクにして下部の膜をエッチングしなければならない。これを図
５３及び５４に基づいて詳しく説明する。
【００９７】
　まず、図５３に示すように、データ用導体層６０の上部に陽性の感光膜１００を塗布し
た後、第２マスク２００を用いて露光する。この時、第２マスク２００には、現像後に残
る感光膜の厚さが異なるように形成するために、光の透過率が部分的に異なるものを使用
する。第２マスク２００において、データ配線及び画素配線に対応する第１部分Ａの光透
過率は０～３％程度であり、第１部分Ａ以外の半導体パターンに対応する第２部分Ｃの光
透過率は２０～６０％程度、好ましくは３０～４０％程度であり、第１及び第２部分Ａ、
Ｃ以外の第３部分Ｂの光透過率は９０％以上であるのが好ましい。図５３に太線で示した
部分は現像後に残る感光膜１００の厚さを示す。この時、Ｂに対応する部分の感光膜１０
０は完全に除去してもよい。Ｃに対応する部分の感光膜１００は２，０００～５，０００
Å、好ましくは３，０００～４，０００Å程度残し、Ａに対応する部分では１μｍ以上残
すのが好ましい。
【００９８】
　この時、陽性の感光膜を使用することもでき、Ｃに対応する部分とＢに対応する部分と
で感光膜の厚さを均一に形成するために、感光度の異なる上部膜及び下部膜からなる二重
の感光膜を使用することもできる。
　また、透過される光の強さを異なるように調節するためにモザイク形態の凹凸や、透明
または透明のパターン、スリットパターンを形成することができ、このような形態が形成
されているコーティング膜を形成することもできる。また、光透過率の異なる薄膜を使用
することもでき、薄膜の厚さを異にして透過率が異なるように調節することもできる。
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【００９９】
　この時、パターンまたは凹凸の大きさは露光段階で使用される光源の分解能より小さく
なければならない。
　次いで、図５４に示すように、部分的に異なる厚さを有する感光膜パターン１００をエ
ッチングマスクにして乾式エッチングでデータ用導体層６０、ドーピングされたアモルフ
ァスシリコン層５０及び半導体層４０をエッチングし、半導体パターン４２を完成する。
ここで、ゲート絶縁膜３０を露出させ半導体パターン４２を完成する間に、Ａ及びＣに対
応する部分でも感光膜は一部エッチングされる。この時、半導体パターン４２の縁の上部
Ｃに対応する部分では感光膜１００が完全に除去されないように、図５３の工程で感光膜
パターン１００を十分な厚さで残すのが好ましい。
【０１００】
　次いで、アッシング工程を実施して半導体パターン４２の縁の上部に薄く残っている感
光膜１００を除去し、残されたＡ部分の感光膜１００をエッチングマスクにしてデータ導
体層６０を乾式エッチングして、図５２及び５５に示すように、データ配線６２、６４、
６５、６６及び画素配線６８、６９を完成する。
　このように、透過率が異なるように調節することができるマスクを用いて感光膜の厚さ
を部分的に異なるように形成し、これをエッチングマスクとして使用すれば一つのマスク
を用いたパターニング工程で半導体パターン４２をデータ配線６２、６４、６５、６６及
び画素配線６８、６９の外に、好ましくは０．５ μｍ以上、出るように形成することが
できる。
【０１０１】
　次いで、データ配線６２、６４、６５、６６及び画素配線６８、６９またはその上部に
残っている感光膜をマスクにして、露出されたドーピングされたアモルファスシリコン層
５０をエッチングしてデータ配線及び画素配線と同一な形態の接触層５５、５６を完成し
、残留する感光膜をアッシング工程によって完全に除去する。
【０１０２】
　最後に、図４８及び４９に示すように、基板１０の上部に保護膜７０を積層し、ゲート
絶縁膜３０と共にパターニングして、ゲートパッド２４及びデータパッド６４を露出させ
る接触窓７４、７６を形成する。
　本発明の第５実施形態例では部分的に異なる厚さを有する感光膜パターンをエッチング
マスクとして用いてデータ配線と半導体パターンとを共に形成し、画素配線は保護膜の上
部に形成する。まず、図５６及び５７に基づいて本発明の第４実施形態例による液晶表示
装置用薄膜トランジスタ基板の構造について詳しく説明する。
【０１０３】
　図５６は本発明の第５実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板であり、
図５７は図５６に示した薄膜トランジスタ基板のＸＸＸＶ－ＸＸＸＶ’線の断面図であっ
て、薄膜トランジスタ部、画素部、ゲートパッド部及びデータパッド部を示す。
　絶縁基板１０の上にゲート配線２２、２４、２６及び共通配線２７、２８が形成されて
いる。
【０１０４】
　ゲート配線２２、２４、２６及び共通配線２７、２９を覆うゲート絶縁膜３０の上部に
は半導体パターン４２が形成されており、半導体パターン４２の上には接触層５５、５６
が形成されている。接触層５５、５６の上にはデータ配線６２、６４、６５、６６が形成
されている。
　ここで、接触層５５、５６とデータ配線６２、６４、６５、６６とは互いに同一の形態
に形成されている。第２実施形態例のように薄膜トランジスタのチャンネル部以外の半導
体パターン４２は、データ配線６２、６４、６５、６６及び接触層パターン５５、５６と
同一な形態を有する。勿論、第３及び第４実施形態例のように半導体パターン４２がデー
タ配線６２、６４、６５、６６の外に出るように形成されて階段状の段差を有するように
形成されることもできる。
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【０１０５】
　データ配線６２、６４、６５、６６とこれらで覆われない半導体パターン４２を覆う保
護膜７０とには、データ線６２、ドレーン電極６６及びデータパッド６４をそれぞれ露出
させる接触窓７１、７２及び７６が形成されている。ゲート絶縁膜３０と共にゲートパッ
ド２４を露出させる接触窓７４も形成されている。
　ゲート線２２及びデータ線６２に囲まれた領域の保護膜７０の上には、共通電極線２７
と平行で接触窓７１を通してドレーン電極と連結されている画素信号線８７及び共通電極
２８と平行な画素電極８８を含む画素配線が形成されている。
【０１０６】
　ここで、図面に図示してはいないが、画素配線８７、８８または共通配線２７、２８を
延長して互いに重畳するように形成することによって、維持畜電器を形成することができ
る。
　保護膜７０の上には、データ線６２と重畳し接触窓７２を通してデータ線６２と連結さ
れている補助データ線８２、補助データ線８２に連結されており接触窓７６を通してデー
タパッド６４と連結される補助データパッド８６及び接触窓７４を通してゲートパッド７
４と連結されている補助ゲートパッド８４を含む補助配線が形成されている。ここで、補
助パッド８４、８６は外部回路装置との接着性を補完しパッドを保護する役割を果すもの
であって必須のものではなく、適用如何は選択的である。
【０１０７】
　次いで、本発明の第５実施形態例による構造の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の
製造方法について図５６及び５７と図５８～６３に基づいて詳しく説明する。
　図５８，６０及び６４は本発明の実施形態例によって製造する中間過程における薄膜ト
ランジスタ基板の配置図で、製造順序によって順に示したものである。図５９及び図６１
と、図６２と、図６３と及び６５とは、それぞれ図５８のＸＸＸVIｂ－ＸＸＸVIｂ’線の
断面図と、図６０のＸＸＸVIIｂ－ＸＸＸVIIｂ’線の断面図と、図６４のＸＸＸＸｂ－Ｘ
ＸＸＸｂ’線の断面図とである。
【０１０８】
　まず、図５８～５９に示すように、第４実施形態例のように絶縁基板１０の上部に第１
マスクを用いた写真エッチング工程で、ゲート線２２、ゲート電極２６及びゲートパッド
２４を含むゲート配線と共通電極線２７及び共通電極２８を含む共通配線とを形成する。
　次に、図６０及び図６３に示すように、ゲート絶縁膜３０、アモルファスシリコンから
なる半導体層４０、ドーピングされたアモルファスシリコン層５０及びデータ用導体層６
０の４重層を連続して積層する。その後、第２マスクを用いた一度の写真工程でパターニ
ングし、半導体パターン４２、接触層５５、５６及びデータ配線６２、６４６５、６６を
形成する。この時にも半導体パターン４２と接触層５５、５６とデータ配線６２、６４、
６５、６６とを１つのマスクを用いた写真エッチング工程で形成するためには、第１ない
し第４実施形態例と同様な方法で部分的に厚さが異なる感光膜パターンを形成し、これを
エッチングマスクにして下部の膜をエッチングしなければならない。これを図６１及び図
６２を通じて詳しく説明する。
【０１０９】
　まず、図６１に示すように、データ用導体層６０の上部に感光膜を塗布した後、第２実
施形態例と同様な方法で第２マスクを用いて露光し現像して、感光膜パターン１１２、１
１４を形成する。ここで、感光膜が陽性である場合、データ配線に対応する第１部分Ａの
光透過率は０～３％程度であり、薄膜トランジスタのチャンネル部である第２部分Ｃの光
透過率は２０～６０％程度、好ましくは３０～４０％程度であり、第１及び第２部分Ａ、
Ｃ以外の第３部分Ｂの光透過率は９０％以上であるマスクを使用するのが好ましい。この
時、Ｃ部分の感光膜パターン１１４は２，０００～５，０００Å、好ましくは３，０００
～４、０００Å程度残し、Ａ部分１１２には１μｍ以上残すのが好ましい。
【０１１０】
　この時にも、それぞれの感光膜パターン１１２、１１４の厚さを均一に形成するために
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感光度の異なる上部膜及び下部膜からなる二重の感光膜を使用することができる。
　次いで、図６２に示すように、部分的に異なる厚さを有する感光膜パターン１１２、１
１４をエッチングマスクとして使用し、乾式エッチングでデータ用導体層６０、ドーピン
グされたアモルファスシリコン層５０及び半導体層４０をエッチングしてまず半導体パタ
ーン４２を完成する。ここで、ゲート絶縁膜３０を露出させ半導体パターン４２を完成す
る間に感光膜パターン１１２、１１４も一部エッチングされる。この時、感光膜パターン
１１４が完全に除去されないように図３７ｂの工程で感光膜パターン１１４を十分な厚さ
で残すのが好ましい。
【０１１１】
　次いで、アッシング工程を実施して感光膜パターン１１４を除去し、残されたＡ部分の
感光膜パターン１１２をエッチングマスクにしてデータ導体層６０をエッチングして、図
５８及び図６３に示すように、データ配線６２、６４、６５、６６を完成する。
　ここでも、半導体パターン４２を第４実施形態例のようにデータ配線６２、６４、６５
、６６の外に出るように形成することができる。
【０１１２】
　次いで、データ配線６２、６４、６５、６６またはその上部に残っている感光膜をマス
クにして、露出されたドーピングされたアモルファスシリコン層５０をエッチングして接
触層５５、５６を完成する。残留する感光膜をアッシング工程を通じて完全に除去する。
　その次に、図６４及び６５に示すように、基板１０の上部に保護膜７０を積層しゲート
絶縁膜３０と共にパターニングしてデータ線６２、ドレーン電極６６、ゲートパッド２４
及びデータパッド６４をそれぞれ露出させる接触窓７２、７１、７４及び７６を形成する
。
【０１１３】
　最後に、図５６及び５７に示すように、基板１０の上部に透明または不透明導電物質を
積層しパターニングして、補助データ線８２、補助データパッド８６及び補助ゲートパッ
ド８４を含む補助配線と、画素信号線８７及び画素電極８８を含む画素配線とを形成する
。
　また、このような本発明の実施形態例による製造方法では平面駆動方式の液晶表示装置
を例としてあげたが、反射膜を通して自然光を用いて画像を表示する反射型液晶表示装置
の製造方法にも適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】本発明の実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造するため
の基板の領域を区分して示した図面である。
【図２】本発明の実施形態例による１つの液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板に形成さ
れた素子及び配線を概略的に示した配置図である。
【図３】本発明の第１実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図で
あって、図２の１つの画素及びパッドを中心にして拡大した図面である。
【図４】図３に示す薄膜トランジスタ基板のIV－IV’線の断面図である。
【図５】図３に示す薄膜トランジスタ基板のＶ－Ｖ’線の断面図である。
【図６】本発明の実施形態例によって製造する第１段階における薄膜トランジスタ基板の
配置図である。
【図７】図４のIVｂ－IVｂ’線の断面図である。
【図８】図４のIVｃ－IVｃ’線の断面図である。
【図９】図６～８の次の段階における薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図１０】図９のVII－VIIｂ’線の断面図である。
【図１１】図９のVIIｃ－VIIｃ’線の断面図である。
【図１２】図９～１１の次の段階における薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図１３】図１２のVIIIｂ－VIIIｂ’線の断面図である。
【図１４】図１２のVIIIｃ－VIIIｃ’線の断面図である。
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【図１５】図１２～１４の段階で使用される光マスクの構造を示した断面図である。
【図１６】図１２～１４の段階で使用される光マスクの構造を示した断面図である。
【図１７】図１２～１４の段階で使用される光マスクの構造を示した断面図である。
【図１８】図１２のVIIIｂ－VIIIｂ’線の断面図であって、図１３及び１４の次の段階に
おける断面図である。
【図１９】図１２のVIIIｃ－VIIIｃ’の断面図であって、図１３及び１４の次の段階にお
ける断面図である。
【図２０】本発明の第２実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図
である。
【図２１】図２０に示す薄膜トランジスタ基板のＸIV－ＸIV’線の断面図である。
【図２２】図２０に示す薄膜トランジスタ基板のＸＶ－ＸＶ’線の断面図である。
【図２３】本発明の第２実施形態例による薄膜トランジスタ基板を製造する第１段階にお
ける薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図２４】図２３のＸVIｂ－ＸVIｂ’線の断面図である。
【図２５】図２３のIVｃ－IVｃ’線の断面図である。
【図２６】図２３のＸVIｂ－ＸVIｂ’線の断面図であって、図２４及び２５の次の段階に
おける断面図である。
【図２７】図２３のＸVIｃ－ＸVIｃ’線の断面図であって、図２４及び２５の次の段階に
おける断面図である。
【図２８】図２６及び２７の次の段階における薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図２９】図２８のＸVIIIｂ－ＸVIIIｂ’線の断面図である。
【図３０】図２８のＸVIIIｃ－ＸVIIIｃ’線の断面図である。
【図３１】図２８のＸVIIIｂ－ＸVIIIｂ’線の断面図であって、図２９及び３０の次の段
階における工程順序によって示した図面である。
【図３２】図２８のＸVIIIｃ－ＸVIIIｃ’線の断面図であって、図２９及び３０の次の段
階における工程順序によって示した図面である。
【図３３】図２８のＸVIIIｂ－ＸVIIIｂ’線の断面図であって、図２９及び３０の次の段
階における工程順序によって示した図面である。
【図３４】図２８のＸVIIIｃ－ＸVIIIｃ’線の断面図であって、図２９及び３０の次の段
階における工程順序によって示した図面である。
【図３５】図２８のＸVIIIｂ－ＸVIIIｂ’線の断面図であって、図２９及び３０の次の段
階における工程順序によって示した図面である。
【図３６】図２８のＸVIIIｃ－ＸVIIIｃ’線の断面図であって、図２９及び３０の次の段
階における工程順序によって示した図面である。
【図３７】図３５及び３６の次の段階における薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図３８】図３７のＸＸIIｂ－ＸＸIIｂ’線の断面図である。
【図３９】図３７のＸＸIIｃ－ＸＸIIｃ’線の断面図である。
【図４０】本発明の第３実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図
である。
【図４１】図４０に示した薄膜トランジスタ基板をＸＸIV－ＸＸIV’線の断面図である。
【図４２】図４０に示した薄膜トランジスタ基板をＸＸＶ－ＸＸＶ’の断面図である。
【図４３】本発明の第３実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造す
る方法を示した図面であって、図２６及び２７の次の段階における図面である。
【図４４】本発明の第３実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造す
る方法を示した図面であって、図２６及び２７の次の段階における図面である。
【図４５】本発明の第３実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造す
る方法を示した図面であって、図２６及び２７の次の段階における図面である。
【図４６】図４４及び４５の次の段階における断面図である。
【図４７】図４４及び４５の次の段階における断面図である。
【図４８】本発明の実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図であ
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る。
【図４９】図４８に示した薄膜トランジスタ基板のＸＸＩＸ－ＸＸＩＸ’線の薄膜トラン
ジスタ部及び画素部の断面図である。
【図５０】本発明の実施形態例によって製造する中間過程における薄膜トランジスタ基板
の配置図である。
【図５１】図５０及び図５２のＸＸＸｂ－ＸＸＸｂ’線の断面図である。
【図５２】本発明の実施形態例によって製造する中間過程における薄膜トランジスタ基板
の配置図である。
【図５３】図５０及び図５２のＸＸＸＩｂ－ＸＸＸＩｂ’線の断面図である。
【図５４】図５２のＸＸＸＩｂ－ＸＸＸＩｂ’線の断面図であって、図５３の次の工程を
示した断面図である。
【図５５】図５２のＸＸＸＩｂ－ＸＸＸＩｂ’線の断面図であって、図５３の次の工程を
示した断面図である。
【図５６】本発明の第５実施形態例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図
である。
【図５７】図５６に示す薄膜トランジスタ基板のＸＸＸＶ－ＸＸＸＶ’線断面図であって
薄膜トランジスタ部及び画素部の断面図である。
【図５８】本発明の実施形態例によって製造する中間過程における薄膜トランジスタ基板
の配置図である。
【図５９】図５８のＸＸＸVIｂ－ＸＸＸVIｂ’線の断面図である。
【図６０】本発明の実施形態例によって製造する中間過程における薄膜トランジスタ基板
の配置図である。
【図６１】図６０のＸＸＸVIIｂ－ＸＸＸVIIｂ’線の断面図である。
【図６２】図６０のＸＸＸVIIｂ－ＸＸＸVIIｂ’線の断面図であって、図６１の次の工程
を示した断面図である。
【図６３】図６０のＸＸＸVIIｂ－ＸＸＸVIIｂ’線の断面図であって、図６１の次の工程
を示した断面図である。
【図６４】本発明の実施形態例によって製造する中間過程における薄膜トランジスタ基板
の配置図である。
【図６５】図６４のＸＸＸＸｂ－ＸＸＸＸｂ線の断面図である。
【符号の説明】
【０１１５】
　３  薄膜トランジスタ
　４  ゲート線短絡バー
　５  データ線短絡バー
　６  短絡バー連結部
　２２  ゲート線
　２４  ゲートパッド
　２６  ゲート電極
　２７  共通電極線
　２８  共通電極
　３０  ゲート絶縁膜
　６２  データ線
　６４  データパッド
　６５  ソース電極
　６６  ドレーン電極
　７０  保護膜
　７１、７２、７４、７６  接触窓
　９０  画素電極
　１１０、１２０、１３０、１４０  液晶表示装置用パネル領域
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　１１１、１２１、１３１、１４１  画面表示部
　１１２、１２２、１３２、１４２  周辺部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】
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【図４３】 【図４４】

【図４５】 【図４６】
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【図４７】 【図４８】

【図４９】 【図５０】
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【図５１】 【図５２】

【図５３】 【図５４】
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【図５５】 【図５６】

【図５７】 【図５８】



(40) JP 2010-85998 A 2010.4.15

【図５９】 【図６０】

【図６１】 【図６２】
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【図６３】 【図６４】

【図６５】
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